
 

 
 
 

 

 

 令和７年１１月２５日 

 

総社市長 様 

 

団体名  そうじゃアート体験実行委員会 

代表者住所  総社市中央１－１－１ 

代表者 職・氏名  代表 総社 太郎 （※１８歳以上の方） 

電話番号  0866-92-8242 

 

 

総社市市民提案型事業申込書 （ジュニア部門） 

 

 令和８年度総社市市民提案型事業実施事業応募要領の規定により，次のとおり関係書類を添

えて提案します。 

 

記 

 

事 業 年 度                令和８年度 

事 業 名  地域のみんなでアートを楽しもう！！ 

事 業 費 総 額                １１８，０００円（支出予算額合計） 

交 付 希 望 額  

（補助対象事業費） 

               

９８，０００円（1,000円未満切り捨て） 

添  付  書  類  

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）団体概要書 

（４）資格要件に関する誓約書 

（５）その他，活動概要がわかる資料（チラシ・新聞記事等） 

※（５）は必須ではありませんが，可能な範囲で用意してください。 

  

応募書類記入例 

（ジュニア部門） 

補助金の申請額を記載してください。 

予算書の収入の部の【市民提案型事業補助金】

と同額になります。 

※上限１０万円 



 

 事 業 計 画 書 

団 体 名 そうじゃアート体験実行委員会 

事 業 名 地域のみんなでアートを楽しもう！！ 

事業の目的 

アート体験をするワークショップを通じて，表現する楽しさを体験してもらい，地域

の子どもから高齢者までの幅広い世代が交流できる場を作り，地域を活気づけた

い。また，地域の幅広い世代が交流することで，お互いのへの思いやりの心を育

みたい。 

事業の内容 

 

（具体的に記入 

してください） 

① アートワークショップの開催（参加者 40名程度） 

場所：〇〇会館， 参加費：５００円 

 アートに関する技術的な手法，デザインなど外部講師の指導を受けながら開催

する。 参加者同士が交流できるように，幅広い世代を含めたグループに分けを

行い，参加者みんなで作品を完成させてもらう。また，参加者の中からワークショ

ップの運営ボランティアを募り，そうじゃアート体験実行委員会の構成員と協力し

てワークショップを盛り上げてもらう。 

 年齢，身体機能，障がいなどに考慮して道具を使えるように，絵具・クレヨン・色

鉛筆，ペンなど多様なツールを準備する。 

   

② 事業の広報，参加者等の募集 

地域にチラシを配布，ＳＮＳで情報発信 

③ 完成作品・事業紹介の展示 

  完成作品を見て楽しんでいただけるように，展示を行う。 

  参加者の充実感や交流の実感を得てもらうとともに，広く地域の方にこの取  

組みを知ってもらう。 

事業のスケジュール 

時期（月） 活動実施内容 

4月～5月 

6月 

7月 

 

8月 

9月 

事業の広報・準備（チラシ作成・会議開催） 

会議開催（運営ボランティアとの打ち合わせ） 

ワークショップ開催 

アンケート実施・振り返り 

作品展示・事業紹介 

取りまとめ，報告書の作成 

現状の認識と課題 

高齢者の孤立や，子育て世代の孤立などが問題となっているなか，地域では周り

と関わりたくても，関わるきかっけが持てない人たちがいることを知った。そこで，

子どもから高齢者までの幅広い世代が楽しみながら参加できるイベントを開きた

いと考えてこの事業を計画した。 

事業実施により 

期待される成果 

ワークショップを通じて，幅広い世代が一緒になって作品を完成させ，自由に表現

することを楽しんだり，幅広い世代が交流することで，生きがいや元気づくりに繋

がる。 

また，それぞれの世代の立場から，地域でのお互いを思いやる心が育まれ，地域

内で困ったときに助け合う市民の関係づくりのきっかけとなる。 

（注）記入欄に書ききれない場合は，継紙を添付してください。 

（ジュニア部門） 

可能な限り具体的に

記入してください。 



 

収 支 予 算 書 

１ 収入の部                                                  （単位：円） 

項 目 予算額 内 訳 

市民提案型事業補助金 ①98,０００  

団体負担金（例：会費等）   

参加費 ２０，０００ ４０名×500円 

売上高   

寄付金   

   

合 計 ②118,000  

（注）必要に応じて，項目や行の追加を行ってください。 

 

２ 支出の部                                （単位：円） 

項 目 予算額 補助対象事業費 内 訳（補助対象事業費分） 

報償費 10,000 10,000 講師謝礼 

人件費    

旅費 1,５０0 1,５００ 講師交通費 

（総社市－岡山市）電車・バス運賃 

消耗品費 4,500 4,500 事務用品（コピー用紙・インク・マジ

ックなど），紙コップ・紙皿 

原材料費 55,000 45,000 画材道具（カンバス，画用紙，絵

具，クレヨン，色鉛筆など） 

食糧費 ２2,000 １２，０００ 会議お茶代 100円× 5人×2回 

        100円×15人×2回 

講師お茶代・弁当代 1,000円 

ワークショップ茶菓子 7,000円 

印刷製本費 15,000 15,000 チラシ印刷代 1,000部 

燃料費    

光熱水費    

通信運搬費    

手数料    

保険料 5,000 5,000 イベント保険 

使用料・賃借料 5,000 5,000 会場費 

委託料    

備品購入費    

その他経費    

合 計 ②118,000 ①98,０００  

（注）項目によっては「補助金額の 3 割以内」など，金額の上限が決まっているものがありますので，必ず対

象年度の要領でお確かめください。 

（注）該当しない項目については，「0（円）」と記載してください。 

（ジュニア部門） 

内訳は，金額の根拠が

分かるようにできるだ

け具体的に記入してく

ださい。 

 

補助対象事業費は，1,000円未満を 

切り捨てた数字を記載してください。 



 

 

 

団 体 概 要 書 （ジュニア部門） 

団 体 名  そうじゃアート体験実行委員会 

代 表 者 氏 名  総社 太郎 

連 絡 先 

住 所 
〒719-1192 

 総社市中央１－１－１ 

電 話  0866-92-8242 ・ 090-☆☆☆☆-△△△△ 

F A X  0866-93-9479 

E-mail  jinken-machi@city.soja.okayama.jp 

設 立 年 月    令和７年４月 

団 体 の目 的  

アート活動及び活動を通じて地域交流・世代間交流を図る。 

 

 

これまでの活動内容 

令和７年度に放課後児童クラブでボランティア活動 

小学生を対象にお絵描き教室 ３回実施 

 

 

 

 

 

他の補助金の有無 

有 ・ ○無  （該当するものを○で囲んでください） 

有の場合，具体的に 

 

 

 

 

 

 

      裏面に団体の構成員について記入してください。 ⇒ 

 

 

 

 

 

日中連絡が取りやすい

電話番号を記入してく

ださい。 

（ジュニア部門） 

mailto:jinken-machi@city.soja.okayama.jp


 

 

〇構成員名簿 

氏名 住所 所属学校名 学年※ 年齢※ 

総社 直太郎 総社市中央 1-1-1 〇〇〇高校   2   16 

総社 花子 総社市〇〇〇 〇〇〇高校   2   16 

鬼ノ城 太一 総社市〇〇〇 〇〇〇高校   2   16 

国分寺 華子 総社市〇〇〇 〇〇〇高校   2   16 

吉備路 道男 総社市〇〇〇 〇〇〇高校   2   16 

  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
 

※学年及び年齢は，事業を実施する年度の４月１日時点のものを御記入ください。 

（注）記入欄に書ききれない場合は，継紙を添付してください。 

学年・年齢は令和８年

４月１日時点のものを 

記入してください。 

（ジュニア部門） 



 

 

 

 

 

令和７年１１月２５日 

 

総社市長 様 

 

団体名  そうじゃアート体験実行委員会 

代表者住所  総社市中央１－１－１ 

代表者 職・氏名  代表 総社 太郎 

電話番号  0866-92-8242 

 

資格要件に関する誓約書 （ジュニア部門） 

 

 

当団体は，下記のすべてに該当します。 

この誓約書が虚偽であり，またはこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることとなっ

ても，異議は一切申し立てません。 

 

 

記 

 

１  総社市内で事業を実施可能で，かつ，事業を完遂する見込みがあること。 

 

２  ３人以上で構成されていること。 

 

３  代表者が明らかであること。 

 

４  事業を実施する構成員とは別に 18歳以上の代表者を置いていること。 

 

５  営利を目的としないこと。 

 

６  政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的としていないこと。 

 

７  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規

定する暴力団又は，その構成員の統制下にある団体ではないこと。 

 

 

（ジュニア部門） 


